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（
文
教
科
学
委
員
会
）

独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
法
案
（
閣
法
第
二
三
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
特
殊
法
人
等
改
革
基
本
法
に
基
づ
く
特
殊
法
人
等
整
理
合
理
化
計
画
の
円
滑
な
実
施
に
資
す
る
た
め
、
日
本

芸
術
文
化
振
興
会
を
解
散
し
て
独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
を
設
立
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
名
称
、
目
的
、
業
務
の

範
囲
等
に
関
す
る
事
項
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
こ
の
法
律
及
び
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
独
立
行
政
法
人
の
名
称
は
、
独
立
行
政
法

人
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
と
す
る
こ
と
。

二
、
独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
（
以
下
「
振
興
会
」
と
い
う

）
は
、
芸
術
家
及
び
芸
術
に
関
す
る
団
体
が
行
う

。

芸
術
の
創
造
又
は
普
及
を
図
る
た
め
の
活
動
そ
の
他
の
文
化
の
振
興
又
は
普
及
を
図
る
た
め
の
活
動
に
対
す
る
援
助
を
行

い
、
あ
わ
せ
て
、
我
が
国
古
来
の
伝
統
的
な
芸
能
（
八
に
お
い
て
「
伝
統
芸
能
」
と
い
う

）
の
公
開
、
伝
承
者
の
養
成
、

。

調
査
研
究
を
行
い
、
そ
の
保
存
及
び
振
興
を
図
る
と
と
も
に
、
我
が
国
に
お
け
る
現
代
の
舞
台
芸
術
（
八
に
お
い
て
「
現
代

舞
台
芸
術
」
と
い
う

）
の
公
演
、
実
演
家
等
の
研
修
、
調
査
研
究
等
を
行
い
、
そ
の
振
興
及
び
普
及
を
図
り
、
も
っ
て
芸

。

術
そ
の
他
の
文
化
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
。
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三

振
興
会
の
資
本
金
は

附
則
の
規
定
に
よ
り
政
府
か
ら
出
資
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
た
金
額
と
す
る
と
と
も
に

政
府
は

、

、

、

、

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
予
算
で
定
め
る
金
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
振
興
会
に
追
加
し
て
出
資
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
し
、
振
興
会
は
、
そ
の
出
資
額
に
よ
り
資
本
金
を
増
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

四
、
振
興
会
に
、
役
員
と
し
て
、
そ
の
長
で
あ
る
理
事
長
及
び
監
事
二
人
を
置
く
と
と
も
に
、
理
事
三
人
以
内
を
置
く
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

五
、
理
事
長
及
び
理
事
の
任
期
は
四
年
と
し
、
監
事
の
任
期
は
二
年
と
す
る
こ
と
。

六
、
振
興
会
の
役
員
及
び
職
員
は
、
刑
法
そ
の
他
の
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
法
令
に
よ
り
公
務
に
従
事
す
る
職
員
と
み
な
す
こ

と
。

七
、
振
興
会
に
、
評
議
員
会
を
置
く
と
と
も
に
、
評
議
員
会
の
構
成
及
び
所
掌
並
び
に
評
議
員
の
任
命
、
任
期
及
び
解
任
に
つ

い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

八
、
振
興
会
は
、
二
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
こ
と
。

１

次
に
掲
げ
る
活
動
に
対
し
資
金
の
支
給
そ
の
他
必
要
な
援
助
を
行
う
こ
と
。

イ

芸
術
家
及
び
芸
術
に
関
す
る
団
体
が
行
う
芸
術
の
創
造
又
は
普
及
を
図
る
た
め
の
公
演
、
展
示
等
の
活
動
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ロ

文
化
施
設
に
お
い
て
行
う
公
演
、
展
示
等
の
活
動
又
は
文
化
財
を
保
存
し
、
若
し
く
は
活
用
す
る
活
動
で
地
域
の
文

化
の
振
興
を
目
的
と
す
る
も
の

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
文
化
に
関
す
る
団
体
が
行
う
公
演
及
び
展
示
、
文
化
財
で
あ
る
工
芸
技
術
の
伝

承
者
の
養
成
、
文
化
財
の
保
存
の
た
め
の
伝
統
的
な
技
術
又
は
技
能
の
伝
承
者
の
養
成
そ
の
他
の
文
化
の
振
興
又
は
普

及
を
図
る
た
め
の
活
動

２

劇
場
施
設
を
設
置
し
、
伝
統
芸
能
の
公
開
及
び
現
代
舞
台
芸
術
の
公
演
を
行
う
こ
と
。

３

そ
の
設
置
す
る
施
設
に
お
い
て
、
伝
統
芸
能
の
伝
承
者
を
養
成
し
、
及
び
現
代
舞
台
芸
術
の
実
演
家
そ
の
他
の
関
係
者

の
研
修
を
行
う
こ
と
。

４

伝
統
芸
能
及
び
現
代
舞
台
芸
術
に
関
し
て
調
査
研
究
を
行
い
、
並
び
に
資
料
を
収
集
し
、
及
び
利
用
に
供
す
る
こ
と
。

５

２
の
劇
場
施
設
を
伝
統
芸
能
の
保
存
若
し
く
は
振
興
又
は
現
代
舞
台
芸
術
の
振
興
若
し
く
は
普
及
を
目
的
と
す
る
事
業

の
利
用
に
供
す
る
こ
と
。

６

１
か
ら
５
ま
で
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

７

振
興
会
は
、
１
か
ら
６
ま
で
の
業
務
の
ほ
か
、
当
該
業
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
２
の
劇
場
施
設
を
一
般
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の
利
用
に
供
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

九
、
振
興
会
は
、
八
の
１
の
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
６
の
業
務
に
必
要
な
経
費
の
財
源
を
そ
の
運
用
に
よ
っ
て
得
る
た
め

に
芸
術
文
化
振
興
基
金
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

十
、
主
務
大
臣
、
主
務
省
及
び
主
務
省
令
は
、
そ
れ
ぞ
れ
文
部
科
学
大
臣
、
文
部
科
学
省
及
び
文
部
科
学
省
令
と
す
る
こ
と
。

十
一
、
こ
の
法
律
は
、
附
則
の
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。


